
 

４ 教育活動の実施基準 

 

◎地震発生時・南海トラフ地震臨時情報発表時の教育活動実施基準 ※詳細は３章（２）地震対策を参照 

状況 教育活動実施基準 

地震 

学校が所在する地域で震度４以下の地震が発

生したとき 

＜登校前・登校時＞ 

□ 通常授業、ただし状況に応じて休校 

＜在校時＞ 

□ 通常授業、ただし状況に応じて休校 

学校が所在する地域で震度５弱以上の地震が

発生したとき 

＜登校前・登校時＞ 

□ 休校 

＜在校時＞ 

□ ただちに教育活動を中止 

南海トラフ地震臨時情報 

調査中 □ 原則通常授業 

巨大地震注意 □ 原則通常授業 

巨大地震警戒 

事前避難対象地域

に位置する学校 

※下記ＵＲＬ参照 

＜登校前・登校時＞ 

□ 休校 

＜在校時＞ 

□ ただちに教育活動中止 

（１週間程度の休校） 

上記以外の学校 □ 原則通常授業 

調査終了 □ 原則通常授業 

※事前避難対象地域については、以下の静岡県ＨＰから確認すること 

（https://www.pref.shizuoka.jp/bosaikinkyu/sonae/earthquake/nankaitorafu/1035947.html） 

 

◎津波警報・注意報発表時の教育活動実施基準  ※詳細は３章（３）津波対策を参照 

注意報・警報 教育活動実施基準 

津波注意報 

＜登校前・登校時＞ 

□ 通常授業、ただし状況に応じて休校 

＜在校時＞ 

□ 通像授業、ただし状況に応じて休校 

□ 沿岸部での活動は中止 

津波警報 
＜登校前・登校時＞ 

□ 休校 

＜在校時＞ 

□ ただちに教育活動を中止 
大津波警報 
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◎気象情報・注意報発表時の教育活動実施基準  ※詳細は３章（４）風水害対策を参照 

情報 授業 対応 

注意報 

強風 

大雨 

洪水 

通常授業 
□ 安全を確認した上で登下校 

（確認できない場合は学校に連絡の上、自宅待機） 

警報 

暴風 授業中止 

□ 平常時の自宅出発時点で、学校所在地（川根本町）又は生徒自

身の居住地に発令されている場合は自宅待機 

□ 午前 11 時の時点で解除されていない場合は「１日休校」 

□ 午前 11 時までの時点で解除されている場合は、その時点で安全

を確認して順次登校する。 

大雨 

洪水 

通常授業 

又は 

授業中止 

□ 安全を確認した上で登下校 

□ 市町から出される避難情報に留意し、安全を確保できない場合

は自宅待機又は学校での留め置き、休校 

 
その他 

気象情報 

通常授業 

又は 

授業中止 

□ 安全を確認した上で登下校 

 （確認できない場合は学校に連絡の上、自宅待機） 

□ 市町等から出される避難情報に留意し、安全を確保できない場

合は自宅待機又は学校での留め置き、休校 

 

◎原子力災害発生時の教育活動実施基準  ※詳細は３章（５）原子力災害対策を参照 

 警戒事態 施設敷地緊急事態 全面緊急事態 

ＰＡＺ内学校 

＜登校前・登校時＞ 

□ 休校 

＜在校時＞ 

□ ただちに教育活動を中止 

＜登校前・登校時＞ 

□ 休校 

＜在校時＞ 

□ ただちに教育活動を中止 

＜登校前・登校時＞ 

□ 休校 

＜在校時＞ 

□ ただちに教育活動を中止 

ＵＰＺ内学校 

＜登校前・登校時＞ 

□ 休校 

＜在校時＞ 

□ ただちに教育活動を中止 

＜登校前・登校時＞ 

□ 休校 

＜在校時＞ 

□ ただちに教育活動を中止 

＜登校前・登校時＞ 

□ 休校 

＜在校時＞ 

□ ただちに教育活動を中止 

ＵＰＺ外学校 

（川根高校） 
□ 通常授業 □ 通常授業 □ 通常授業 
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